
■
第
Ⅱ
部　

論
考
編

②

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
の
遊
紙
の
錯
簡
に
つ
い
て

末　

柄　
　

豊

つ
ぎ
に
掲
げ
る
書
状
（
後
闕
）
は
、『
大
乗
院
寺
社
雑

（
1
）

事
記
』
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
春
記
の

原
表
紙
と
正
月
一
日
条
と
の
間
に
は
さ
ま
れ
た
遊
紙
（
第
二
丁
）
の
紙
背
に
残
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
書
状
の
本
紙
（
第
一
紙
）
な
の
だ
が
、
同
じ
冊
の
紙
背
文
書
の
う
ち
に
裏
紙
（
第
二
紙
）

に
あ
た
る
も
の
が
見
当
た
ら
ず
、
誰
の
い
つ
の
書
状
な
の
か
、
に
わ
か
に
は
判
然
と
し
な
い
。

〔
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
紙
背
文
書
〕
百
二
十
一
冊
四
紙
裏

○
国
立
公
文
書
館
所
蔵
（
古
二
五—
五
一
四
イ—

一
二
一
）

（
政
元
）

　
細
川
下
国
一
定
候
、
為
物
詣
と
て
候
、
公
方
様
へ
も
、
下
の
前
ニ
以
祗
候
御
暇

の
事
可
申
な
と
ゝ
い
ふ
事
候
、
対
公
方
へ
緩
怠
之
儀
と
ハ
み
え
す
候
、
内
心
ハ

誰
も
不
存
知
候
と
申
分
候
、

昨
日
者
預
尊
書
候
、
畏
存
候
、
随
而
両
御
所
様
御
在
所
事
御
尋
候
、
分
明
之
儀
不
存
知
候

へ
共
、
昨
夕
京
辺
之
儀
申
候
分
ハ
、
あ
ま
た
所
を
被
定
申
候
へ
と
も
、
無
御
一
定
候
歟
、

東
山（

貞
宗
）

　
伊
勢
守
所
な
と
へ
と
い
ふ
事
も
御
座
候
歟
、
其
ハ
非
京
中
候
程
、
不
可
然
由
に
て

候
、
細
川（

政
国
）

　
右
馬
頭
宿
所
を
な
と
ゝ
申
儀
も
候
、
已
作
事
な
と
も
候
由
申
候
、
何
も
』

こ
の
冊
全
体
を
み
わ
た
す
と
、
わ
ず
か
な
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
正
月
か
ら
二
月
中
旬
ま

で
の
日
次
の
部
分
の
紙
背
文
書
は
、
前
年
の
延
徳
二
年
十
二
月
の
文
書
で
あ
り
、
以
後
の
分

は
同
三
年
正
月
の
文
書
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て

（
2
）

い
る
。
と
す
れ
ば
、
右
の
文
書
は
同
二
年
十

二
月
ご
ろ
の
文
書
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

す
る
と
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
追
而
書
で
あ
る
。
語
釈
を
施
せ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る

だ
ろ
う
。
細
川
（
政
元
）
の
下
国
は
決
定
し
ま
し
た
。
物
詣
の
た
め
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
公

方
様
に
も
、
下
国
前
に
は
祗
候
し
て
お
暇
を
申
し
入
れ
る
よ
う
で
す
。　　
公
方
様
を
な
い
が
し

ろ
に
す
る
よ
う
に
は
見
え
ま
せ
ん
。
（
と
は
い
え
、
）
内
心
は
誰
に
も
分
か
ら
な
い
と
の
声
を
聞

き
ま
す
、
と
。

は
た
し
て
、
延
徳
二
年
十
二
月
三
日
、
細
川
政
元
は
分
国
摂
津
に
下
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、

十
一
月
二
十
八
日
に
は
、
将
軍
義
材
お
よ
び
病
床
に
あ
っ
た
義
視
に
対
面
を
は
た
し
、「
近
日

不
図
為
物
詣
下
向
摂
州
由
」
を
申
し
入
れ
て
い
る
の
で

（
3
）

あ
る
。
こ
の
状
況
と
追
而
書
の
記
述

と
は
見
事
に
符
合
し
、
政
元
が
義
視
・
義
材
父
子
に
対
面
す
る
直
前
に
書
か
れ
た
も
の
と
み

て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
書
状
の
本
文
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
延
徳
二
年
十
一
月

の
下
旬
の
状
況
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

書
状
本
文
の
語
釈
を
示
そ
う
。
昨
日
は
お
手
紙
を
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
そ
の
際
両
御
所
様
の
御
在
所
に
つ
い
て
お
尋
ね
い
た
だ
き
ま
し
た
。
は
っ
き
り
し
た
こ
と

は
存
じ
ま
せ
ん
が
、
昨
夕
京
都
あ
た
り
で
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
沢
山
の
場
所
に
つ
い
て
検

討
が
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
御
決
定
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
東
山
の
伊
勢
守
（
貞
宗
）

の
宿
所
な
ど
も
候
補
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
京
中
で
は
な
い
の
で
、
よ
く
な
い
と
の
こ

と
で
す
。
細
川
右
馬
頭
（
政
国
）
の
宿
所
も
候
補
に
な
っ
て
い
ま
す
。
す
で
に
作
事
な
ど
も
行

わ
れ
て
い
る
と
も
聞
き
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
（
以
下
闕
）

京
都
に
お
け
る
居
所
が
問
題
と
な
り
、
伊
勢
貞
宗
邸
や
細
川
政
国
邸
が
そ
の
候
補
に
あ
げ

ら
れ
る
「
両
御
所
」
と
い
え
ば
、
義
視
・
義
材
父
子
の
他
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
義
視
は
延
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徳
三
年
正
月
七
日
に
病
歿
す
る
が
、
同
二
年
十
一
月
十
日
前
後
に
病
状
の
本
格
化
が
史
料
上

に
散
見
し
は
じ
め
、
同
月
下
旬
以
降
は
重
篤
と
い
っ
て
よ
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
十
一
月
下
旬
に
居
所
の
移
動
が
話
題
に
な
る
は
ず
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
書
状
は
十

一
月
を
少
な
か
ら
ず
遡
る
時
期
の
も
の
だ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
義
視
・
義
材
父
子
は
、
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
の
応
仁
・
文
明
の
乱
の
終
息

と
と
も
に
美
濃
に
下
り
、
土
岐
成
頼
の
も
と
で
十
年
以
上
の
歳
月
を
過
ご
し
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
、
長
享
三
年
（
一
四
八
九
）
三
月
二
十
六
日
、
九
代
将
軍
足
利
義
煕
（
前
名
義
尚
）
が
近
江

鈎
の
陣
中
に
没
し
た
こ
と
で
、
日
野
富
子
の
推
輓
を
う
け
た
義
材
が
継
嗣
に
定
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
父
子
は
、
早
く
も
四
月
八
日
に
は
大
津
ま
で
上
り
、
同
十
四
日
に
は
入
京
し
て
尼

門
跡
・
通
玄
寺
に
仮
寓
す
る
こ
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
居
所
を
定
め
た
の
は
、
同
寺
の
塔
頭
で
、

同
寺
と
実
質
的
に
一
体
化
し
て
い
た
曇
華
院
の
院
主
が
義
視
の
息
女
（
義
政
の
猶
子
）
だ
と
い

う
所
縁
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
父
子
は
そ
の
ま
ま
通
玄
寺
に
仮
寓
し

続
け
、
一
年
八
箇
月
後
に
義
視
が
歿
し
た
の
も
同
所
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
義
視
・
義
材
父
子
の
動
向
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
こ
の
書
状
は
、
父
子
の
入

京
し
た
長
享
三
年
四
月
か
ら
義
視
の
病
状
が
本
格
化
す
る
延
徳
二
年
十
一
月
以
前
の
お
よ
そ

一
年
半
の
間
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
実
だ
と
い
え
る
。
そ
の
期
間
内
で
父
子
が
通
玄
寺

を
出
て
他
所
に
移
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
の
は
、
延
徳
二
年
正
月
七
日
の
足
利
義
政
の
死
歿

を
う
け
て
義
材
が
家
督
を
継
承
し
、
後
見
に
あ
た
る
義
視
が
幕
政
を
摂
る
に
至
っ
た
正
月
中

旬
以
後
の
数
箇
月
間
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
に
は
、
幕
府
の
主
と
し
て
自
ら
が
ど
こ

に
居
住
し
、
義
政
未
亡
人
で
あ
る
御
台
日
野
富
子
を
ど
の
よ
う
に
遇
す
る
の
か
、
と
い
っ
た

問
題
が
生
じ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
当
該
期
間
の
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
を
繰
っ
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
記
事

が
目
に
つ
い
た
。

〔
寺
社
雑
事
記
一
名
尋
尊

大
僧
正
記

〕
十
一
冊

○
国
立
公
文
書
館
所
蔵
（
古
二
〇—

三
六
〇
イ—

一
一
）

（
延
徳
二
年
）

　
二
月

七
日
、

一
、
雑
説
、（

足
利
政
知
）

　
鎌
倉
殿
御
上
使
僧
上
洛
、
被
仰（

政
元
）

　
細
川
子
細
在
之
云
々
、
何
事
哉
、
細
川
去
月
下

旬
以
外
所
労
本
複
之
由
聞
之
、
又
可
在
国
支
度
云
々
、

十
二
日
、
朝
雨
下
、

一
、
細
川
可
在
国
云
々
、
是
隠
居
用
、
家〔

督
〕

　
徳

（
細
川
政
春
）

　
下
野
守　（

ノ
チ
ノ
高
国
）

息
之
由
申
之
云
々
、
如
此
雑
説
多
之
、

十
四
日
、

一
、
自（

公
恵
）

　
西
室
僧
正
方
音
信
、
細
川
可
物
詣
旨
必
定
、
公
方
御
在
所
色
々
沙
汰
不
一
定
云
々
、

義
政
の
死
か
ら
わ
ず
か
一
箇
月
し
か
経
っ
て
い
な
い
が
、
義
視
・
義
材
父
子
を
歓
迎
し
な
い

細
川
政
元
の
周
辺
に
不
穏
な
空
気
の
漂
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
政
元
と
堀
越
公
方
足
利

政
知
と
の
連
携
が
囁
か
れ
て
い
る
が
、
三
年
後
の
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
四
月
、
政
元
が
義

材
を
廃
し
て
擁
立
し
た
の
は
、
政
知
の
子
香
厳
院
清
晃
（
還
俗
し
て
義
遐
、
の
ち
義
高
・
義
澄
と

改
名
）
で
あ
り
、
十
分
に
根
拠
の
あ
る
情
報
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
か
か
る
状
況
の
な
か
で
、

政
元
は
、
家
督
を
一
族
細
川
政
春
の
子
息
（
当
時
七
歳
、
の
ち
の
高
国
）
に
譲
っ
て
隠
退
す
る
た

め
分
国
に
下
る
と
の
風
聞
が
流
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
最
も
注
意
し
た
い
の
が
、
二
月
十
四
日
条
の
記
事
で
あ
る
。
当
時
在
京
し
て
い

た
、
東
大
寺
の
院
家
西
室
の
院
主
で
、
同
寺
別
当
の
任
に
あ
っ
た
公
恵
（
正
親
町
三
条
実
雅
猶

子
、
実
父
は
飛
鳥
井

（
4
）

雅
世
）
か
ら
書
信
が
あ
り
、
政
元
が
物
詣
に
出
る
こ
と
は
必
定
で
、
公
方
の

在
所
は
種
々
の
説
が
あ
っ
て
決
定
を
み
て
い
な
い
と
の
報
が
入
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま

さ
し
く
、
冒
頭
に
掲
げ
た
書
状
の
内
容
と
一
致
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
尋
尊
に

こ
の
情
報
を
も
た
ら
し
た
の
は
公
恵
の
書
信
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
さ
き
の
書
状
こ
そ
が
そ
の

公
恵
の
書
状
で
あ
っ
た
可
能
性
は
頗
る
高
い
。

そ
こ
で
、『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
の
紙
背
文
書
の
な
か
か
ら
二
月
十
四
日
付
西
室
公
恵
書

状
を
探
し
て
み
る
と
、
延
徳
二
年
春
記
の
末
尾
近
く
、
三
月
二
十
七
日
条
後
半
と
二
十
八
日

条
と
を
載
せ
る
第
七
十
一
丁
の
裏
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
紙
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

〔
寺
社
雑
事
記
一
名
尋
尊

大
僧
正
記

紙
背
文
書
〕
十
一
冊
七
十
三
紙
裏

○
国
立
公
文
書
館
所
蔵
（
古
二
〇—

三
六
〇
イ—

一
一
）

御
一
定
ハ
み
え
す
候
由
申
候
、
昨
日
於
此
事
御
尋
候
間
申
入
候
、
就
中
法
花
会
執
行
之

事
ハ
、
先
途
者
望
候
由
申
候
、
寺
家
よ
り
ハ
未
返
答
候
、
可
為
如
何
候
哉
、
万
一
執
行
候

ハ
ゝ
、
其
時
分
蒙
仰

聴
衆
事
候
、

　
可
致
了
簡
候
、
不
可
有
如
在
候
、
事
々
重
而
可
申
入
候
由
、
可
有
御

披
露
候
、
恐
々
謹
言
、
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二
月
十
四
日

公
恵

人
々
御
中

（
切
封
ウ
ハ
書
）

　
「
大
乗
院
殿
ま
い
る

人
々
御
中

公
恵
」

こ
の
前
後
の
紙
背
文
書
は
、
延
徳
元
年
十
二
月
か
ら
同
二
年
二
月
に
か
け
て
の
文
書
が
ほ

と
ん
ど
な
の
で
、
こ
れ
も
延
徳
二
年
の
も
の
だ
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
最
奥
に
ウ
ハ
書
が
あ

り
、
本
文
が
料
紙
右
端
か
ら
書
か
れ
て
、
内
容
的
に
も
前
闕
だ
と
判
断
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
が

裏
紙
（
第
二
紙
）
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
冊
の
う
ち
に
本
紙
（
第
一

紙
）
に
あ
た
る
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
筆
跡
や
内
容
を
確
認
す
れ
ば
、
冒
頭

に
掲
げ
た
一
紙
こ
そ
が
こ
の
裏
紙
に
対
応
す
る
本
紙
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

念
の
た
め
、
こ
の
裏
紙
に
も
語
釈
を
加
え
て
お
こ
う
。
（
い
ず
れ
も
）
決
定
に
は
至
っ
て
い

な
い
よ
う
だ
と
の
こ
と
で
す
。
昨
日
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
お
尋
ね
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で

申
し
入
れ
ま
し
た
。
ま
た
お
申
し
越
し
い
た
だ
い
た
法
花
会
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
経

歴
と
し
て
必
要
な
者
が
望
ん
で
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
寺
家
（
東
大
寺
の
惣
寺
）
か
ら
は
こ
れ

に
つ
い
て
返
答
が
あ
り
ま
せ
ん
。
万
一
行
わ
れ
る
よ
う
で
し
た
ら
、
そ
の
際
に
は
仰
せ
を
承

り
、
聴
衆
に
つ
い
て
お
取
り
計
ら
う
よ
う
に
致
し
ま
す
。
い
い
加
減
な
扱
い
は
い
た
し
ま
せ

ん
。
い
ろ
い
ろ
と
ま
た
お
伝
え
い
た
す
つ
も
り
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ご
披
露
し
て
い
た
だ
き

た
く
存
じ
ま
す
。
恐
々
謹
言
。

内
容
的
に
さ
き
の
本
紙
に
接
続
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
だ
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
延
徳
二
年

春
記
の
第
六
十
六
丁
お
よ
び
第
六
十
七
丁
の
裏
に
は
、
そ
の
前
日
で
あ
る
二
月
十
三
日
付
西

室
公
恵
書
状
も
残
さ
れ
て
い
た
。

〔
寺
社
雑
事
記
一
名
尋
尊

大
僧
正
記

紙
背
文
書
〕
十
一
冊
六
十
八
紙
六
十
九
紙
裏

○
国
立
公
文
書
館
所
蔵
（
古
二
〇—

三
六
〇
イ—

一
一
）

返
々
御
書
畏
入
候
、
只
今
聊
取
乱
事
候
て
、
不
能
一
二
候
、

尊
札
先
以
恐
悦
候
、
其
後
不
申
入
候
、
積
鬱
無
極
候
、
京
都
儀
無
殊
之
事
候
、
来
廿
四
日

迄
ハ（

足
利
義
政
）

　
東
山
殿
慈
照
院
殿
御
作
善
候
、
其
以
後
ハ
御
所
も
可
定
分
候
つ
、
但
一
両
日
以
前

ま
て
ハ
、
是
非
之
御
沙
汰
も
御
座
候
ハ
ぬ
な
と
ゝ
申
候
、
自
然
存
知
之
儀
候
者
可
申
候
、

就
中
法
花
会
執
行
之
事
、
全
分
』
無
其
沙
汰
候
、
け
に

く
敷
事
候
者
、
其
御
寺
へ
も
可

聞
候
、
其
時
可
蒙
仰
候
、
今
ハ
被
仰
出
候
共
、（

衍

）

　
不
可
有
其
覚〔

悟
〕

　
語
あ
る
ま
し
く
候
、
重
而
可

申
入
之
由
、
可
有
御
披
露
候
、
恐
々
謹
言
、

二
月
十
三
日

公
恵

（
切
封
ウ
ハ
書
）

　
「
御
報　
　
　

公
恵
」

十
四
日
付
と
同
様
に
東
大
寺
法
花
会
の
こ
と
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
大
乗

院
寺
社
雑
事
記
』
延
徳
二
年
二
月
十
三
日
条
に
「
清
宣
得
業
東
大
寺
法
花
会
一
丁
衆
所
望
之

間
、
申
遣
寺
務（

公
恵
）

　
西
室
方
ニ
之
処
、
不
及
執
行
之
沙
汰
、
一
定
有
之
者
、
可
申
左
右
云
々
、
」
と

あ
っ
て
、
興
福
寺
学
侶
清
宣
（
大
乗
院
坊
官
成
就
院
清
賢

（
5
）

の
子
）
が
東
大
寺
法
花
会
の
聴
衆
た
る

こ
と
を
望
ん
だ
の
で
、
尋
尊
が
公
恵
に
口
入
し
た
こ
と
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
恵
は
十
三
・
十
四
の
両
日
に
わ
た
っ
て
尋
尊
と
書
状
の
や
り
と
り
を

行
っ
て
お
り
、
十
四
日
の
書
状
の
書
き
出
し
に
「
昨
日
者
預
尊
書
候
、
」
と
あ
る
こ
と
に
符
合

す
る
。
公
恵
が
報
じ
た
京
都
の
状
勢
は
、
ま
さ
し
く
最
新
の
情
報
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
、『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
延
徳
三
年
春
記
第
二
丁
の
紙
背
文
書
は
、

（
延
徳
二
年
）
二
月
十
四
日
付
西
室
公
恵
書
状
の
本
紙
で
あ
り
、
そ
の
裏
紙
は
延
徳
二
年
春
記

第
七
十
一
丁
の
紙
背
文
書
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
る
と
、
二

紙
一
通
の
書
状
に
つ
い
て
、
裏
紙
は
受
取
っ
て
か
ら
一
箇
月
半
後
に
破
棄
さ
れ
て
日
記
の
料

紙
に
用
い
ら
れ
、
本
紙
は
さ
ら
に
九
箇
月
以
上
経
っ
て
か
ら
日
記
の
料
紙
に
用
い
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
次
利
用
の
あ
り
方
は
、
不
自
然
の
感
が
否
め
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
錯
簡
の
可
能
性
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
延
徳
三
年
春
記
第
二
丁
は
遊
紙

で
あ
っ
て
、
二
次
利
用
面
に
墨
付
が
な
い
の
で
、
錯
簡
の
あ
っ
た
こ
と
の
認
定
は
困
難
だ
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
遊
紙
に
は
、
本
来
延
徳
二
年
春
記
の
う
ち
に
あ
っ
た
こ
と
の
証
跡
が
存

在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
綴
代
の
う
ち
と
な
る
二
次
利
用
面
の
左
端
中
央
よ
り
や
や
上
方
に

小
書
さ
れ
た
「
七
十
一
」
の
文
字
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
後
世
（
江
戸
時
代
）
に
加
え
ら
れ
た
丁

付
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
表
紙
の
次
な
の
に
「
七
十
一
」
と
あ
る
の
は
、
一
見
す
る
だ
け
で
も

不
審
を
覚
え
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
延
徳
三
年
春
記
の
他
の
丁
の
場
合
、
左
端
中
央
よ
り
や
や
下
方
に
丁
付
が
加
え

ら
れ
て
い
る
う
え
、
丁
付
は
「
六
十
」
で
終
わ
っ
て

（
6
）

い
る
の
で
（
た
だ
し
、「
六
十
」
と
記
さ

9



れ
た
現
状
の
第
五
十
八
丁
の
つ
ぎ
に
存
在
す
る
原
裏
表
紙
は
、
左
端
の
丁
付
の
位
置
に
欠
損

が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
本
来
は
「
六
十
一
」
で
終
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
）
、
冊
中
で

錯
誤
の
あ
っ
た
結
果
で
は
な
く
、
他
の
冊
か
ら
紛
れ
て
入
っ
て
き
た
も
の
だ
と
判
断
で
き
る
。

そ
の
う
え
で
、
延
徳
二
年
春
記
を
見
る
と
、
左
端
中
央
よ
り
や
や
上
方
に
丁
付
が
あ
り
、
か
つ

「
七
十
一
」
の
数
字
を
持
つ
丁
が
抜
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
冊
に
お
い
て
は
、「
十
七
」
お
よ

び
「
廿
四
」
と
記
さ
れ
た
丁
が
二
丁
ず
つ
存
在
し
、
丁
付
は
実
際
の
丁
次
と
一
致
せ
ず
、
二

月
十
四
日
付
公
恵
書
状
の
裏
紙
を
翻
し
た
第
七
十
一
丁
に
記
さ
れ
て
あ
る
数
字
は
「
六
十
九
」

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
一
通
の
書
状
で
あ
っ
た
二
紙
は
、
あ
い
だ
に
一
丁
を
挟
む
だ
け

で
同
一
冊
の
う
ち
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
、
二
次
利
用
面
に
注
目
す
る
と
、「
六
十
九
」
と
記
さ
れ
た
丁
（
第
七
十
一
丁
）
に
は

三
月
二
十
七
日
条
後
半
と
二
十
八
日
条
が
、
「
七
十
」
と
記
さ
れ
た
丁
（
第
七
十
二
丁
）
に
は
、

表
に
二
十
九
日
条
と
晦
日
条
が
載
せ
ら
れ
、
そ
の
裏
は
墨
付
が
な
い
。
そ
し
て
、
「
七
十
二
」

と
記
さ
れ
た
丁
に
は
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
に
特
有
の
冊
尾
に
お
け
る
雑
記
（
後
附
と
称
さ

れ
る
）
が
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
七
十
一
」
に
墨
付
が
な
か
っ
た
の
は
、
日
次
と

後
附
と
の
間
に
置
か
れ
た
余
紙
で
あ
っ
た
た
め
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
の
厖
大
な
原
本
の
な
か
に
錯
簡
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る

こ
と
は
、
刊
本
が
能
う
限
り
そ
れ
を
正
し
て
お
り
、
そ
の
後
も
刊
本
に
残
さ
れ
て
あ
っ
た
錯

簡
を
鈴
木
良
一
が
指
摘

（
7
）

し
た
こ
と
で
周
知
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
記

と
し
て
の
墨
付
が
な
い
遊
紙
に
錯
簡
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
従
来
気
づ
き
よ
う
が
な
か
っ
た
思

わ
れ
る
。
綴
じ
を
外
し
て
紙
背
文
書
の
撮
影
が
な
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
二
次
利
用
面
（
尋
尊
の
日

記
）
に
つ
い
て
も
再
撮
影
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
、
よ
う
や
く
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
今
回
の
検
討
を
通
じ
て
、
紙
背
文
書
と
尋
尊
の
日
記
記
述
と
の
相
関
関
係
の
高
さ

も
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
、
日
記
と
紙
背
文
書
と
は
、
そ
の
理
解
に
関
し
て
相

乗
効
果
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
厖
大
な
分
量
を
有
す
る
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』

に
お
い
て
も
、
紙
背
文
書
の
公
開
は
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え

る
わ
け
で
あ
る
。

〔
註
〕

（
1
）
本
稿
に
お
い
て
は
、
大
乗
院
尋
尊
の
日
記
の
総
称
と
し
て
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
を
用
い
、
適

宜
所
収
の
年
次
と
季
節
に
よ
っ
て
「
延
徳
三
年
春
記
」
の
よ
う
に
冊
を
呼
称
し
た
。
た
だ
し
、
引
用

に
際
し
て
原
本
個
々
の
名
称
・
冊
次
を
記
載
す
る
場
合
は
、
国
立
公
文
書
館
に
お
い
て
付
与
さ
れ
た

そ
れ
に
従
う
も
の
と
し
、
八
嶌
幸
子
「
「
大
乗
院
文
書
」
目
録
」
（『
北
の
丸
』
三
五
号
、
二
〇
〇
二

年
）
に
依
拠
し
、
架
蔵
番
号
も
併
記
し
た
。
ま
た
、
各
冊
内
に
お
け
る
一
紙
を
表
示
す
る
際
、
※

紙
と
し
た
紙
数
は
、
国
立
公
文
書
館
に
お
い
て
認
定
さ
れ
て
い
る
そ
れ
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
り
、
同

館
撮
影
の
写
真
に
写
し
込
ま
れ
て
あ
る
紙
数
に
一
致
す
る
。
ま
た
、
第
※
丁
と
し
た
丁
数
は
、
現
状

の
配
列
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
後
補
に
か
か
る
表
紙
や
遊
紙
を
除
き
、
丁
次
と
し
て
認
定
し
た
も
の

で
、
共
紙
原
表
紙
を
第
一
丁
と
し
て
数
え
て
あ
る
。

（
2
）
木
藤
久
代
「
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
紙
背
文
書
内
容
細
目
（
五
）
」
（『
北
の
丸
』
二
九
号
、
一

九
九
七
年
）
。

（
3
）
『
雅
久
宿
禰
記
』（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
に
よ
る
）
延
徳

二
年
十
一
月
二
十
八
日
条
。『
大
乗
院
日
記
目
録
』
同
年
十
二
月
六
日
条
、『
政
覚
大
僧
正
記
』
同
月

四
日
条
も
参
照
。

（
4
）
『
三
会
定
一
記
』
四
、
享
徳
元
年
条
。

（
5
）
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
九
年
十
二
月
十
三
日
条
。

（
6
）
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
延
徳
三
年
春
記
は
、
現
在
、
原
表
紙
（
第
一
丁
）
、
遊
紙
（
第
二
丁
）
、

正
月
一
日
第
一
紙
（
第
三
丁
）
以
下
日
次
が
続
く
が
、
第
三
丁
の
丁
付
は
「
四
」
と
あ
る
。
第
二
丁

は
竄
入
な
の
で
、
原
表
紙
と
の
間
の
二
丁
分
が
失
わ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。
他
冊
の
例
を
参
照

す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
尋
尊
自
身
の
採
取
に
か
か
る
同
冊
の
目
録
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
丁
付
「
廿
六
」
を
欠
く
が
、
そ
の
前
後
に
お
い
て
本
文
の
欠
落
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
お
そ

ら
く
丁
付
を
付
加
す
る
際
の
誤
り
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。

（
7
）
鈴
木
良
一
「
寺
社
雑
事
記
第
百
七
十
九
の
錯
簡
と
復
原
」（
同
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
―
あ
る
門

閥
僧
侶
の
没
落
の
記
録
―
』
〔
そ
し
え
て
、
一
九
八
三
年
〕
附
録
）。
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